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1. 環境技術開発部指静脈認証装置等の設置 

 

2. 目的及び概要 

本仕様書は、補助事業 日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)の研

究施設の高度化の研究セキュリティ向上のための出入管理設備等の整備遂行のために、

当該業務を受注者に請け負わせる為の仕様について定めたものである。 

本件は、原子力機構大洗原子力工学研究所環境技術開発部の設計図書等の管理文書に

ついて、物理的研究セキュリティ対策を行うことから、電子錠による施錠管理を行うた

めの指静脈認証装置及び ICカード認証端末（以下、「認証装置」という。）等を購入し、

管理文書を保管する材料試験炉の居室実験室建家（以下、「JMTR」という。）、重水臨界試

験室建家（以下、「DCA」という。）、管理機械棟、固体廃棄物前処理施設（以下、「WDF」

という。）、旧計算室の対象の部屋の各出入口扉に設置（据付調整）するものとする。 

 

3. 作業実施場所 

  原子力機構 大洗原子力工学研究所 JMTR、DCA、管理機械棟、WDF、旧計算室 

 

4. 納期 

令和 9年 2月 26 日 

 

5. 作業内容 

5.1 購入品仕様及び一般的要求事項 

(1) 別図 1～6に示す建家に、指定された者しか入室できないよう出入口扉を施錠管

理するための認証装置による電子錠を設ける。受注者は、別表に示す購入品を納品

し、5.2項の据付作業を行う。  

(2) 認証装置による電子錠とした場合でも、停電時等に当該扉を開錠できるよう各

扉には物理鍵でも開錠できる構造とすること。 

(3) IC カード端末で認証するための ICカードは、当機構の身分証明証を使用するこ

ととする。 

(4) 別表に示す納入品以外でも、各出入口扉に指静脈装置を据付調整するために必

要となる治具等も本仕様に含むものとする。 

 

5.2 認証装置の据付作業 

受注者は、納入した認証装置を以下に示す据付調整方法に基づき据付調整を行う。 

① 認証装置 1個での操作で、扉の開錠ができるようにする。認証装置を据付ける建家

及び数量は下表のとおりとする。また、据付ける建家の平面図を別図 1～6に示す。 

据付建家 認証装置の種類 据付数量 

JMTR 指静脈認証装置 3台 

DCA 指静脈認証装置 1台 

管理機械棟 ICカード認証端末 1台 

WDF ICカード認証端末 1台 

旧計算室 ICカード認証端末 1台 

② 認証装置を適切な箇所に設置し、電源系統の敷設を行うための据付調整を行う。 

③ 認証装置は停電時等でも当該扉を開錠できるように設定する。 

 

5.3 認証装置の試験・検査 
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受注者は、据付調整が適切に行われたことを確認するために、以下に示す試験・検査

を行う。 

(1) 指静脈登録（又は IC カード登録）した者の暗証番号を入力し、その者の指静脈

（又は ICカード）により、扉が開錠することを確認する。 

(2) 登録した者以外の暗証番号を入力し、登録した者の指静脈（又は ICカード）で、

扉が開錠しないことを確認する。 

(3) 登録した者の暗証番号を入力し、その者以外の指静脈（又は ICカード）で、扉

が開錠しないことを確認する。 

(4) 停電時等を模擬して、問題なく開錠できることを確認する。 

 

6. 作業に必要な資格等 

（1）第二種電気工事士 

 (2) 作業責任者等認定* 
*：作業開始前までに大洗原子力工学研究所の作業責任者等認定制度運用要領に基づく

作業責任者の教育を受講した者の中から選任する。 

 

7. 支給品、貸与品及び受注者の準備品 

（1）支給品 

 作業に必要な電力、水のユーティリティ一式は無償で支給する。 

（2）貸与品 

 その他、打合せ等において貸与の必要があると原子力機構が認めたものを貸与する。 

（3）受注者の準備品 

作業に使用する資材、機材等は全て受注者が準備すること。 

 

8. 提出書類 

（1）提出書類 

№ 書類名 提出時期 部数 

1 

委任先又は中小受託事業者等の承認につ

いて (原子力機構様式)  

※受託契約がある場合に提出すること 

契約後速やかに 1部 

2 作業工程表 作業工程決定後 1週間以内 2部 

3 
作業安全組織・責任者届 

（原子力機構様式） 
作業着手 2週間前まで 1部 

4 
作業関係者名簿（資格等の写しを含む） 

（原子力機構様式） 
作業着手 2週間前まで 1部 

5 作業要領書 作業着手 2週間前まで 2部 

6 
SRA（簡易リスクアセスメント）シート 

（原子力機構様式） 
作業着手 2週間前まで 1部 

7 
一般安全チェックリスト 

（原子力機構様式） 
作業着手 2週間前まで 1部 

8 KY実施記録（原子力機構様式） 作業日毎 1部 

9 作業日報 作業日の翌出勤日まで 1部 

10 作業報告書（建家毎）*1 作業完了後速やかに 各 1部 

11 作業報告書（全建家分）*2 作業完了後速やかに 3部 
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12 
取扱説明書（指静脈認証装置及び ICカー

ド認証端末） 
購入品納入時 8部 

13 
打合せ議事録 

※打合せを実施した場合に提出すること 
打合せ 1週間以内 1部 

*1：認証装置を設置した建家（JMTR、DCA、管理機械棟、WDF、旧計算室）ごとに図面、作

業記録、写真、配線図（平面図）等をまとめた書類とすること。 
*2：認証装置を設置した建家の図面、作業記録、写真、配線図（平面図）等を全てまとめ

た書類とすること。 

（2）提出場所 

原子力機構 大洗原子力工学研究所 環境技術開発部 計画管理課 

 

9. 納入場所及び納入条件 

（1）納入場所 

茨城県東茨城郡大洗町成田町 4002番地 

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 

環境技術開発部 JMTR、DCA、管理機械棟、WDF、旧計算室 

（2）納入条件 

据付調整後渡し 

 

10. 検収条件 

「5.作業内容」に示す購入品を納品し、据付調整の完了、試験・検査に定める試験・
検査の合格、「8.提出書類」の完納並びにその他仕様書に定める条件を満足しているこ
とをもって検収とする。 

 

11. 適用される法令、規格、基準等 

作業にあたっては、以下の関係法令及び原子力機構内規定を厳守すること。適用法令
については、契約時点で最新のものに準拠すること。 

（1）労働安全衛生法 

（2）日本産業規格（JIS） 

（3）安全管理仕様書（原子力機構内規定） 

 

12. 品質管理 

（1）品質マネジメント計画 

受注者は、契約作業全般についての品質マネジメント体制及び品質マネジメント計画

書を提出し、原子力機構の確認を得ること。 

（2）品質マネジメント活動の実施 

① 受注者は原子力機構の大洗原子力工学研究所原子炉施設等品質マネジメント計画

書並びに受注者の品質マネジメント計画を遵守した作業を行うこと。 

② 品質管理状況確認のために、原子力機構が品質管理要領等を閲覧する場合、受注者

の作業場所又は工場等へ立ち入る場合は協力すること。また、原子力機構が行う実

施状況の監査及び改善等の勧告に協力すること。 

③ 本仕様書に係る作業の一部について、中小受託事業者を使用する場合、中小受託事

業者が受託契約における要求事項を満足する能力を有することを評価・確認し選定

すること。 

④ 本契約範囲内で不適合が発生した場合、不適合の処置について受注者の品質マネジ
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メント計画書に従った対応を実施し、原子力機構に報告を行い、承認を得ること。 

なお、報告は次の(ⅰ)から(ⅵ)を記載した「受注者不適合発生連絡票」にて行うこ

と。 

(ⅰ)不適合の名称 (ⅱ)発生年月日 (ⅲ)発生場所 (ⅳ)事象発生時の状況 

(ⅴ)不適合の内容 (ⅵ)不適合の処置方法及び処置結果 

⑤ 受注者は、受注者の品質マネジメント計画書に基づき記録等の保管・管理及び処分

を行うこと。 

⑥ 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、

技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して

発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供する

ことはできない。ただし、あらかじめ書面により原子力機構の確認を受けた場合は

この限りではない。 

⑦ 受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外

の目的で、受注者及び中小受託事業者等の作業員を除く第三者への開示、提供を行

ってはならない。 

⑧ 検収後、1年以内に受注者の責任に帰するような不具合が生じた場合は、無償にて

修理及び点検を実施するものとする。なお、修理、点検に要した期間は、保証期間

に含まないものとする。 

⑨ 作業の一部を外注する場合には、受注者の責任において品質に関する要求事項を、

外注先にも適用することとする。 

⑩ 作業の実施及び書類の作成・確認者には、各作業における十分な知識と技能を有す

る者を従事させるか、又はその者に常時指導・監督をさせること。また、有資格者

が行う作業は、「8.提出書類」に示す必要な書類を提出し、当機構の確認を受けるこ

と。 

⑪ 据付機器の維持又は運用に必要な技術情報（保安に係るものに限る。）がある場合

には、これを提供すること。 

⑫ 原則、各工程における検査事項が全て満足しない限り、次工程への引き渡し又は出

荷をしないこと。また、合否判定基準に適合したことを示す証拠として検査記録、

写真等を残し、記録には当該検査の最終承認者を明記すること。 

 

13. 一般安全管理 

① 安全管理仕様書に基づき現場作業等を安全に遂行すること。安全管理仕様書に定め

る、現場責任者を常駐させること。 

なお、作業責任者等は、契約後速やかに原子力機構が実施する「作業責任者の教育」

を受講し、認定を受けたものを選任すること。また選任された作業責任者は、請負

作業の安全管理組織における自らの身分を関係者に周知するために腕章を着用する

こと。 

② 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行

い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業

遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講じるとと

もに、火災その他の事故防止に努めるものとする。 

③ 作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 

④ 受注者は作業に先立ち、原子力機構と安全について十分に打合せを行うほか、リス

クアセスメントを実施すること。 

⑤ 受注者は作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。 
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⑥ 作業中は常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 

⑦ 受注者は本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのある

ものについては、転倒防止対策等を施すこと。 

⑧ 法令、規定、規格等により資格を必要とする作業は必ず有資格者が行うこと。 

⑨ 受注者は、現地作業中、心身ともに健康で身体に外傷のない作業員を従事させるこ

と。 

⑩ 受注者は、現地作業中に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動

すること。 

⑪ 受注者は、現地作業中にトラブル事象等による計画外作業が発生した場合は、直ち

に作業を中断し、原子力機構担当者の指示に従うこと。 

 

14. 特記事項 

（1） 疑義 

本仕様書に記載されていない事項又は記載内容に疑義が生じた場合には、原子力機

構担当者と協議のうえ決定し、その決定に従うものとする。また、協議・決定事項に

ついては、受注者が議事録を作成し、原子力機構の確認を得ること。 

（2） 環境物品等調達の推進 

① 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生した場合は、これを採用す

るものとする。 

② 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針

に定める｢紙類｣の基準を満たしたものであること。 

（3） 個人情報の保護 

提出書類等にて受注者より提供される個人情報は、本仕様書に関連する作業のため

に使用し、漏えいなどの防止に努める。また、法令に基づく場合を除き受注者の同意

なく第三者へ開示・提供しないものとする。 

（4） その他 

① 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及

び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵

守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 

② 作業にあたっては、周囲の機器等に損傷を与えないよう十分注意すること。 

③ 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとす

る。また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者が

その原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の

確認を受けること。 

 

以  上  
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別 表 

購入品リスト 

 

№ 名称 型式・仕様 数量 

1 指静脈認証端末 
型式：FVA-100SL（相当品） 

仕様：指の静脈認証にて解錠する装置とする 
4台 

2 ICカード認証端末 
型式：CRA-100JL（相当品） 

仕様：当機構の身分証明証にて解錠する装置とする 
3台 

3 スペーサー AOP-100-SP（相当品） 7台 

4 I/Oボックス AIO-730（相当品） 7台 

5 管理ソフト AMS-700（相当品） 5式 

6 指静脈登録端末 PCT-KCUA011（相当品） 2台 

7 カード登録端末 PR-700UDM(N)（相当品） 3台 

8 ノート PC 

メーカー DELL（相当品） 

5台 

CPU インテル®Corei5  

メモリ 8GB  

OS 
64ビット 

Microsoft Windows®11 Pro 

9 電気錠 AU錠（相当品） 7台 

10 

ICカード 

（管理機械棟、WDF、

旧計算室用） 

FeliCa（カード面へのプリントなし） 150枚 

※：№3～№7については、№1及び№2の型式に合う仕様を選定すること。
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別図 1 JMTR（居室実験室建家 1階） 指静脈認証装置の据付建家の平面図 

据付予定の部屋 
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別図 2 JMTR（居室実験室建家 2階） 指静脈認証装置の据付建家の平面図 

 

据付予定の部屋 
据付予定の部屋 
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別図 3 DCA（2階） 指静脈認証装置の据付建家の平面図 

据付予定の部屋 
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別図 4 管理機械棟（2階） ICカード認証端末の据付建家の平面図 

計算機室 

据付予定の部屋 
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別図 5 WDF（2階） ICカード認証端末の据付建家の平面図 

据付予定の部屋 
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別図 6 旧計算室 ICカード認証端末の据付建家の平面図 

居室—5 

書庫 

居室 - 2 居室 - 1 

女子 
ﾄｲﾚ 

給湯室 

更衣室 
更衣室 

居室-5 居室-6 

会議室 資料室 

女子更衣室 

居室 - 3 居室 - 4 

男子 
ﾄｲﾚ 会議室 

据付部屋の例（契約後打合せにより設置場所（1 箇所）を決定する） 
旧計算室の居室等に設置されているパーティションの出入口扉に電子錠を設置する。 

コピー機 


